
浦安市規則第５３号

浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付規則

（目的）

第１条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、電

力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けている介護サービス事業者に対

し、予算の範囲内において、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給

付金（以下「給付金」という。）を交付することにより、物価高騰による影

響を緩和し、介護サービス事業所によるサービスの継続を支援することを目

的とする。

（定義）

第２条 この規則において、「介護サービス事業所」とは、令和５年４月１日

及び第５条の規定による申請の日時点において介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という。）に基づく次の各号に掲げるサービス（以下

「介護サービス」という。）を提供する市内に存する事業所であって、令和

５年４月１日から同年９月30日までの間において介護サービスの提供の実績

があるものをいう。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問看護

(4) 訪問リハビリテーション

(5) 通所リハビリテーション

(6) 特定施設入居者生活介護

(7) 福祉用具貸与

(8) 特定福祉用具販売

(9) 居宅介護支援

（給付金の額等）

第３条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と

する。



(1) 前条第７号から第９号までに該当する事業所 １事業所につき10万円

(2) 前条第１号から第４号までに該当する事業所 １事業所につき20万円

(3) 前条第５号に該当する事業所 １事業所につき30万円

(4) 前条第６号に該当する事業所 １事業所につき40万円

２ 事業者が同一の建物において介護サービスに係る複数の事業所を運営して

いる場合には、当該介護サービスに該当する給付金の額のうち最も高い事業

所のみを対象とする。

３ 給付金の交付は、１事業者に対して１回に限るものとする。

（給付対象者）

第４条 給付金の交付を受けることができる者は、介護サービス事業所を運営

する事業者とする。

（給付金の申請）

第５条 給付金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、

市長が指定する日までに、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付

金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請を

しなければならない。

(1) 法第41条第１項又は第46条第１項の規定による都道府県知事又は市長

若しくは他の市町村の長の指定を受けたことを証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

（交付決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

給付金の交付の可否を決定し、その結果を浦安市介護サービス事業所物価高

騰対策支援給付金交付決定通知書（別記第２号様式）又は浦安市介護サービ

ス事業所物価高騰対策支援給付金却下通知書（別記第３号様式）により、当

該申請者に通知するものとする。

（交付請求）

第７条 前条の規定により給付金の交付の決定を受けた事業者は、給付金の交

付の請求をしようとするときは、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支

援給付金交付請求書（別記第４号様式）を市長に提出しなければならない。



（交付決定の取消し）

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた事業者が

あるときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。

（給付金の返還）

第９条 市長は、第６条の規定により給付金の交付の決定を受けた事業者が、

前条の規定により交付の決定を取り消され、かつ、既に給付金の交付を受け

ているときは、期限を定めて当該給付金の返還を命ずることができる。

（補則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（失効）

２ この規則は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。



別 記

第１号様式（第５条）

浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付申請書

年 月 日

（宛先）浦安市長

所 在 地

名 称

代表者氏名

電 話 番 号

介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金の交付を受けたいので、浦安

市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付規則第５条の規定により、

次のとおり申請します。

１ 交付申請額 円

２ 事業所名等

事業所名 所在地 申請額の内訳



第２号様式（第６条）

第 号

年 月 日

様

浦安市長 印

浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付決定通

知書

年 月 日付けで申請のあった介護サービス事業所物価高騰

対策支援給付金の交付について、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支

援給付金交付規則第６条の規定により、次のとおり決定したので、通知しま

す。

交付決定額 円



第３号様式（第６条）

第 号

年 月 日

様

浦安市長 印

浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金却下通知書

年 月 日付けで申請のあった介護サービス事業所物価高騰

対策支援給付金の交付について、浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支

援給付金交付規則第６条の規定により、次の理由により却下したので、通知

します。

却下理由

教示

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、浦安市長に対して審査請求をすること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、浦安市を被告として（訴訟において浦安市を代表

する者は浦安市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過

すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。た

だし、上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの

訴えを提起することができます。



第４号様式（第７条）

浦安市介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金交付請求書

年 月 日

（宛先）浦安市長

所 在 地

名 称

                  代表者氏名          ㊞ 

年 月 日付け 第 号をもって交付決定のあった介護

サービス事業所物価高騰対策支援給付金を、浦安市介護サービス事業所物価

高騰対策支援給付金交付規則第７条の規定により、次のとおり請求します。

１ 交付決定額 円

２ 交付請求額 円


